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○薩摩川内市重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則  

平成１６年１０月１２日  

規則第１２５号  

（趣旨）  

第１条 この規則は、薩摩川内市重度心身障害者医療費の助成に関する条例（平

成１６年薩摩川内市条例第１５１号。以下「条例」という。）の施行に関し必

要な事項を定めるものとする。  

（受給資格の申請及び認定）  

第２条 条例第４条第１項の申請は、重度心身障害者医療費受給資格認定申請書

（様式第１号）を市長に提出しなければならない。  

２ 市長は、条例第４条第１項の規定により申請があった場合は、申請内容を審

査し、申請者が条例第２条第１項各号のいずれかに該当すると認めたときは、

重度心身障害者医療費受給資格者証（様式第２号。以下「受給資格者証」とい

う。）を交付するものとする。  

３ 受給資格者証を紛失し、又は破損したときは、速やかに重度心身障害者医療

費受給資格者証再交付申請書（様式第３号）により市長に申請しなければなら

ない。  

（医療費の申請及び医療費の証明）  

第３条 条例第４条第３項の申請は、重度心身障害者医療費助成申請書（様式第

４号又は様式第５号）に保険医療機関等の証明を付してしなければならない。

この場合において、条例第３条第２項第２号及び第４号に該当するときは、当

該各号に掲げる額を証明する書類を添えるものとする。  

（証明に要する費用）  

第４条 前条に規定する保険医療機関等の証明に関する費用については、条例第

３条の規定により算出した額に、それぞれ加算して当該対象者又はその保護者

に支払うものとする。  

（遺族等の範囲及び順位）  

第５条 条例第４条第５項の遺族等の範囲は、次に掲げる者とする。  

（１） 配偶者（婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

又は対象者が死亡の場合にあっては、その者の死亡当時事実上婚姻関係と同

様の事情にあった者を含む。）  

（２） 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で対象者と生計を共にしている者

又は対象者が死亡の場合にあっては、その者の死亡当時その者と生計を共に

していた者  
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（３） 前２号に掲げる者以外の者で対象者と生計を共にしている者又は対象

者が死亡の場合にあっては、その者の死亡当時その者と生計を共にしていた

者  

（４） 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第２号に該当しない者又は市長

が適当と認める者  

２ 対象者が死亡の場合において前項に掲げる者の医療費の助成を受ける順位は、

同項各号のうち保護者を第１順位とし、保護者が死亡の場合にあっては同項各

号の順序とし、同項第２号及び第４号に掲げる者のうちにあってはそれぞれ当

該各号に掲げる順序とし、父母にあっては養父母を先にし、実父母を後とする。

この場合、医療費の助成を受けるべき同順位の者が２人以上ある場合において

は、その人数によって等分する。  

（助成額の決定通知）  

第６条 市長は、条例第５条の規定により助成額を決定したときは、重度心身障

害者医療費助成金支給決定通知書（様式第６号）により申請者に通知するもの

とする。  

（届出）  

第７条 条例第４条第２項の規定による届出は、重度心身障害者医療費受給資格

内容変更届（様式第７号）に受給資格者証を添えてしなければならない。  

（電子計算システムへの記録及び保存）  

第８条 市長は、受給資格者の受給資格その他必要な事項を電子計算システム（薩

摩川内市電子計算システムの管理運営に関する規則（平成１６年薩摩川内市規

則第２８号）第２条第１号に定めるものをいう。）に記録し、保存するものと

する。  

附 則  

（施行期日）  

１ この規則は、平成１６年１０月１２日から施行し、平成１６年９月１日以降

の診療分から適用する。  

（経過措置）  

２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の川内市重度心身障害者医療費の

助成に関する条例施行規則（昭和４８年川内市規則第３１号）、樋脇町重度心

身障害者医療費助成条例施行規則（昭和５０年樋脇町規則第１号）、入来町重

度心身障害者医療費助成条例施行規則（昭和５８年入来町規則第２号）、東郷

町重度心身障害者医療費助成条例施行規則（昭和４９年東郷町規則第１３号）、

祁答院町重度心身障害者医療費助成条例施行規則（平成９年祁答院町規則第１
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６号）、里村重度心身障害者医療費助成条例施行規則（昭和４９年里村規則第

９号）、上甑村重度心身障害者医療費助成条例施行規則（昭和４９年上甑村規

則第８号）、下甑村重度心身障害者医療費助成条例施行規則（昭和５０年下甑

村規則第２号）又は鹿島村重度心身障害者医療費助成条例施行規則（昭和４９

年鹿島村規則第８号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それ

ぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。  

附 則（平成１７年３月３１日規則第４７号）  

この規則は、平成１７年４月１日から施行する。  

附 則（平成２１年３月３１日規則第８号）  

（施行期日）  

１ この規則は、平成２１年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２ この規則の施行前に改正前の薩摩川内市重度心身障害者医療費の助成に関す

る条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の薩摩川内市

重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則に規定する様式により作成

された書類とみなす。  

附 則（平成２３年１２月２８日規則第６０号）  

（施行期日）  

１ この規則は、平成２４年１月４日から施行する。  

（経過措置）  

２ この規則の施行前に通知されたこの規則による改正前の薩摩川内市重度心身

障害者医療費の助成に関する条例施行規則第５条の規定による通知書は、改正

後の第５条の規定による通知書とみなす。  

附 則（平成２７年１２月２８日規則第７７号）  

この規則は、平成２８年１月１日から施行する。  

附 則（令和３年１月４日規則第１号）  

この規則は、公布の日から施行する。  
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様式第１号（第２条関係）  

様式第２号（第２条関係）  

様式第３号（第２条関係）  

様式第４号（第３条関係）  

様式第５号（第３条関係）  

様式第６号（第６条関係）  

様式第７号（第７条関係）  

 


